


奨学金支給規程


（適　　用）
第１条　　この規程は、正社員の子女で、上級の学校に進学し、（以下｢奨学金｣という。）を支給して、社会有為の人材を育成することを目的として定めたものである。

（資　　格）
第２条　　この規程により奨学金の支給を受けることのできる正社員の子女は、次の各号に該当するものでなければならない。
1.　正社員の現に扶養する子女。ただし、両親またはその一方が死亡し、主として従業員の収入によって扶養を受けている弟妹を含む。
2.　学校教育法に定める次の学校に就学する者。
1). 大学、短大に在学している者。ただし、夜間、大学院は除く。
2). 高等専門学校４年及び５年に在学している者。
3). 専修学校の専門課程に在学している者。ただし、専修年限２年以上の場合に限る。

（申請手続き）
第３条　　奨学金の支給を受けようとする者（以下｢本人｣という。）は、次の書類を会社に提出しなければならない。記載事項に変更のあった場合も同様とする。
1.　奨学金支給申請書
2.　在学証明書
②　前項の場合、必要に応じて戸籍謄本またはこれに代わるものを提出させることがある。
③　上級学校に進学し、引続き奨学金の支給を受けようとするときは、第１項に準じて申請しなければならない。

（）
第４条　　奨学金の支給を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、すみやかに会社に届け出なければならない。
1.　休学・退学・復学または転学したとき
2.　１か月以上の停学処分を受けたとき
3.　前各号のほか、必要な事項に異動があったとき
②　前項の届け出については、必要と認めるとき、その事実を証明するに足りる書類を提出させることがある。

（）
第５条　　奨学金の支給額は、次のとおりとする。
	　自宅通学の場合　
	　その他の場合　

	　　　5,000 円
	　　11,000 円



（奨学金の支給）
第６条　　奨学金は、毎月本人に支給する。

（支給期間）
第７条　　奨学金支給の期間は、申請の月から在学学校の正規の就学期間の終期までとする。ただし、休学または１か月以上の停学処分を受けたときは、その期間奨学金の支給を休止する。

（奨学金の打切り）
第８条　　奨学金の支給を受けている者が、次の各号の一に該当するときは、前条の定めにかかわらず、その翌月から奨学金を支給しない。
1.　退学または死亡したとき
2.　虚偽の申請をし、または第４条（届け出）の規定による届け出を怠り、奨学金を不当に受給していたとき
②　前項第２号の場合、不当に支給を受けた奨学金の金額を返還させる。この場合返還について当該正社員は、連帯保証人としての責を負う。


付　　則

第１条　　この規程は、1997年 4月 1日から施行する。
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